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契約に係る不正行為等調査特別委員会の設置について 

一関市議会会議規則第 14 条第１項の規定により、標記の特別委員

会の設置について別紙のとおり提出します。 



契約に係る不正行為等調査特別委員会の設置について 

次のとおり、契約に係る不正行為等調査特別委員会を設置するもの

とする。 

記 

１．名   称  契約に係る不正行為等調査特別委員会 

２．設置の根拠  地方自治法第 109 条及び委員会条例第５条 

３．付議事件名  契約に係る不正行為等に関する調査 

４．調 査 期 間  調査が終了するまで閉会中も継続して行うことが

できる

５．委員の定数  全議員

６．費   用  必要の都度、委員を派遣し費用を弁償する


